
※　退職金は財団
　から交付された
　退職資金を下回ら
　ないこと

※　その事実の発生
　した日から数えて
　10日以内に提出
　すること

退職資金交付手続き一覧

１　教職員退職

７　加入者の退職金支給規程
     により支払い

加入者

２　教職員退職届兼
　 　退職資金交付請求書

４　退職資金
　 　交付決定通知書

８　退職金
　 　支給報告書

６　加入者
　 　取引金融機関

東京都私学財団

５　退職資金

３　届出教職員の
   　退職資金を計算


